
令和5年度

江ノ口連携協議会（愛称：江ノ口plus）

総会

議案書

日時：令和５年６月７日）18：00～

場所：江ノ口小学校２階図書室



１．開会

２．開会挨拶

３．自己紹介

４．議長選出

５．議事

　第１号議案　令和4年度活動報告

　第２号議案　令和4年度収支決算報告・監査報告

　第３号議案　令和5年度事業計画・収支予算（案）について

　第４号議案　その他

６．議長退任

7．閉会挨拶

8．閉会

令和5年度江ノ口連携協議会（江ノ口plus）
総会次第
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第１号議案　令和4年度活動報告
　

会長・事務局等活動報告

年/月/日

令4/04/08 令和4年度監査

05/16 令和４年度総会資料の作成

06/06 令和4年度総会

07/19

08/30 江ノ口小・打ち合わせ　9/03：町内会長へアンケ－ト依頼発送

10/11 理事会（江ノ口小図書室）

11/08 地域のごみ収集の説明会（江ノ口小４年生、山崎、中内、松田）

11/23 地域連携協議会全体交流会（あんしんセンター：門田・松田）

11/30 江ノ口小打ち合わせ

令5/01/13 理事会（江ノ口小図書室）

02/21 役員会（近藤副会長の会長代行承認、規則の一部改正案了承）

03/13 「地域のごみ収集について」町内会・役員へ配布、HPへアップ

03/15 運営・活動事業結果の市への報告

信金通帳会長名の書き換え　

内容
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第２号議案　令和4年度決算報告・監査報告
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第３号議案　令和５年度活動計画・予算（案）

事　業 事業概要 実施時期等 備　考

高知市地域内連携協議会活動促進事業費補助金

令和５年度事業計画

実施団体：江ノ口連携協議会

江ノ口地
区区民運
動会

①事業の目的 

地域の多くの方々の連携に努め
る。

②事業の内容

地域の町内会対抗で運動会を行
う。

③期待される効果

地域の多くの方々が集まり親睦
を深める。

100人～120人

・主催団体

江ノ口体育会

・共催団体

江ノ口連携協議会
地区町内会連合会

①実施時期

令和５年10月

②実施場所

江ノ口小学校

③参加人数

江ノ口小学
校150周年
記念祭

①事業の目的 

②事業の内容

③期待される効果

江ノ口小学校150周年を祝って
記念事業を行う。

江ノ口の歴史について総合学習
で学び、成果を発表する。

児童・保護者・地域の方々に学
校の歴史を知ってもらう。

300人～400人

・主催団体

江ノ口小学校

・共催団体

江ノ口連携協議会
江ノ口小PTA
地区町内会連合会

①実施時期

令和６年１月

②実施場所

江ノ口小学校

③参加人数

江ノ口連携
協議会の運
営事業

①事業の目的 

江ノ口連携協議会の運営・地域
コミュニティ計画の検討

②事業の内容

総会・役員会・理事会の開催

③期待される効果

協議会の継続と地域コミュニ
ティ計画の検討

①実施時期 ・主催団体

令和5年6月～
令和6年3月

江ノ口連携協議会

②実施場所 　

江ノ口小学校及び
事務局

③参加人数 　

10人～22人
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【収入の部】

【支出の部】

合　計 200,000

用紙・インク等

切手・はがき・
サーバー使用料

100,000

20,000

合　計 200,000

江ノ口小学校150
周年記念祭

通信費 10,000 切手・ハガキ等

連携協議会運営事
業

消耗品

通信費

20,000

20,000

江ノ口地区区民運
動会

講師料

パンフレット等

パンフレット、プ
ログラム

印刷・製本費

印刷費 30,000

（単位：円）

事　業 項　目 予算額 内　訳

高知市地域内連携協議会
活動促進事業費補助金

200,000

自己資金 0

高知市地域内連携協議会活動促進事業費補助金

令和5年度収支予算書

実施団体：江ノ口連携協議会

（単位：円）

項　目 予算額 内　訳
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江ノ口連携協議会会則（改正案） 
  

(名称)  
第１条 この会は、江ノロ連携協議会 (愛称:江ノロplus) (以下 「協議会」という。) と称する。  
 
  (活動地域及び事務所) 
第2条  協議会の活動の対象とする区域は、おおむね高知市立江ノロ小学校の区域 (以下 「地域」という。) と 
 する。                                                                                       
2 協議会の事務所は、会長宅に置く。  
 

(目的)  
第3条  協議会は、地域が築き上げてきた住民同士の助け合い・支え合いを継続させるとともに、互いに地域 
 の情報を共有し、連携・協力して地域課題の解決等に向けて取り組み、地域個性を活かした住みよい豊かな地 
 域づくりを目指すことを目的とする。                                                         
 

(事業) 
第4条  協議会は、前条の目的を達成するために、必要な事業を行う。ただし、特定の個人又は団体の利益を目 
 的とした活動、政治活動及び布教等の宗教活動は行わない。 
 

(会員) 
第5条  協議会の会員は、個人会員及び団体会員とし、自主的にこの会に参加を希望するもののうち、協議会 
 が認める者とする。 
 

(役員) 
第6条  協議会に次に掲げる役員を置く。 
⑴ 会長            1名 
⑵ 副会長             4名 
⑶ 事務局長           1名 
⑷ 会計              1名 
⑸ 監事               2名 

 
（理事） 

第７条 協議会に理事を置く。 
2 理事は地域の各種団体の代表者または役員とする。 
3 理事は若干名とする。 
 
（役員及び理事の選任) 

第8条  役員及び理事は、総会において、会員の中から選任する。 
 
（役員及び理事の職務) 

第9条  会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
3 理事は、協議会の会務に参画するとともに、事業の推進を担う。 
4 事務局長は、協議会の事務を処理する。 
5 会計は、協議会の会計事務を行う。 
6 監事は、協議会の会計及び資産の状況並びに業務の執行状況の監査を行う。 
 

(役員及び理事の任期) 
第10条  役員及び理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 
2 会長を除く役員及び理事に欠員が生じたときは、第7条の規定にかかわらず、役員会の承認を得て会長が選 
 任することができる。 
3 欠員により選任された役員及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
   (顧問)  
第11条  協議会は、総会の承認のもと、顧問を置くことができる。 
 

(会議) 
第12条  協議会の会議は、総会、理事会、役員会及び専門部会とし、総会は全会員、理事会は役員及び理事で 
 構成し、会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところに 
 よる。 
 

(総会) 
第13条  総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、役員会において 
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